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異常降雪時における

「予防的通行規制区間」のお知らせ
国土交通省では、大雪時の通行止め時間の最小化を図ることを目的に、

車両の滞留が発生する前に予防的な通行規制を行い、集中的な除雪作業
を実施する場合があります。通行規制を実施する場合は事前にお知らせ
しますので、ご理解とご協力をお願いします。

また、大雪警報が発表されている時は不要不急の外出を控えるようお
願いします。

ブナ峠（山田町）織笠（山田町）

宮古西維持出張所管内の「予防的通行規制区間」

※「予防的通行規制区間」とは、国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生
しやすい場所等を選定し、集中的・効率的に優先して除雪を行う区間をいいます。

※


